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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直並列変換器の形式で提供され、かつ消費装置が回路中に配置される共振回路（２７）
を備えた溶接用電源（２）を制御する方法であって、各個スイッチング素子（３２～３５
）を有し、かつ中心点に前記共振回路（２７）が接続されるブリッジ回路（２８）は、制
御装置（４）により駆動され、前記消費装置は、前記ブリッジ回路（２８）を介してエネ
ルギー源（２９）からエネルギーを供給され、ここで、動作点（５７）が前記共振回路（
２７）の特性曲線において共振周波数の外にあるように、前記制御装置（４）に記憶され
るスイッチング状態（Ｓ１～Ｓ４）に基づいて、前記ブリッジ回路（２８）が連続的に駆
動されるように、標準動作モードの間、前記制御装置（４）は、前記ブリッジ回路（２８
）を駆動し、前記消費装置に抵抗変化が生じたとき、前記制御装置（４）は、前記ブリッ
ジ回路（２８）が前記共振回路（２７）の固有周波数をもって駆動される特殊動作モード
でブリッジ回路（２８）を動作させ、かつ前記ブリッジ回路（２８）は、前記特殊動作モ
ードのために記憶されたスイッチング状態ないしは順序に応じて動作する方法であって、
　全ブリッジとして提供される前記ブリッジ回路（２８）の標準動作モードに定めされる
スイッチング状態（S１～S４）は、正の駆動相－スイッチング状態（Ｓ１）－、正のフリ
ーホイーリング相－スイッチング状態（Ｓ２）－、負の駆動相－スイッチング状態（Ｓ３
）－および負のフリーホイーリング相－スイッチング状態（Ｓ４）－であり、前記特殊動
作モードにおいて、前記ブリッジ回路（２８）は、一方のブリッジ分岐の２つのスイッチ
ング素子（３４；３５）が非アクティブ化され、他方のブリッジ分岐のスイッチング素子



(2) JP 4718086 B2 2011.7.6

10

20

30

40

50

（３３；３２）からただ１つのスイッチング素子がアクティブ化される２つの代替的スイ
ッチング状態のうちの１つ（Ｓ５またはＳ６）に、駆動相－スイッチング状態（Ｓ１また
はＳ３）－から切替えられ、前記制御装置（４）は、一方の代替的スイッチング状態（Ｓ
５；Ｓ６）から他方の代替的スイッチング状態（Ｓ６；Ｓ５）に切替えられる頻度を監視
することを特徴とする方法。
【請求項２】
　請求項1に記載の方法であって、前記ブリッジ回路（２８）の前記スイッチング素子（
３２～３５）のスイッチング状態（S１～S４）の順序が前記制御装置（４）に記憶される
ことを特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の方法であって、標準動作モード間、前記共振回路（２７）の
状態量である電流の連続する２回のゼロ通過点間の時間差に基づいて、スイッチング状態
（S１～S４）のそれぞれをアクティブ化することを特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項３に記載の方法であって、前記標準動作モードにおける個々のスイッチング状態
（S１～S４）は、自発振動する前記共振回路（２７）の状態量に基づいて活性化されるこ
とを特徴とする方法。
【請求項５】
　請求項１乃至４の何れか一つに記載の方法であって、個々のスイッチング状態（S１～S
４）の間の切替えは、制御装置（４）によって、溶接用電源（２）の前記標準動作モード
において連続的に繰返されることを特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項１乃至５の何れか一つに記載の方法であって、前記特殊動作モードにおいて、自
発振動する前記共振回路（２７）の状態量である電流ゼロ通過が起こるとすぐに、前記制
御装置（４）が前記ブリッジ回路（２８）を、一方の駆動相－スイッチング状態（Ｓ１ま
たはＳ３）－から他方の駆動相－スイッチング状態（Ｓ３またはＳ１）－に直接切替える
ことを特徴とする方法。
【請求項７】
　請求項１乃至６の何れか一つに記載の方法であって、前記ブリッジ回路（２８）は、可
変の周期持続時間と組み合わされたパルス幅変調の方式によって制御信号ファイおよびア
ルファを使って駆動されることを特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項１乃至７の何れか一つに記載の方法であって、前記制御装置（４）により、制御
信号ファイおよびアルファと、前記共振回路（２７）の状態量である電流のゼロ通過に応
じて、前記ブリッジ回路（２８）の前記スイッチング素子（３２～３５）の前記スイッチ
ング状態（Ｓ１～Ｓ６）が決定され、これに応じて前記スイッチング素子（３２～３５）
が駆動されることを特徴とする方法。
【請求項９】
　請求項１乃至８の何れか一つに記載の方法であって、スイッチング素子（３２と３３）
が、前記共振回路（２７）の電流ゼロ通過の直前または直後に制御信号アルファのために
切替えられ、スイッチング素子（３４と３５）が、前記共振回路（２７）における電流の
制御信号ファイのために切替えられることを特徴とする方法。
【請求項１０】
　請求項１乃至９の何れか一つに記載の方法であって、前記ブリッジ回路（２８）を制御
または調整する前記制御装置（４）に関する制御量ないしは調整量が、制御信号アルファ
およびファイと、前記共振回路（２７）の状態量のゼロ通過によって作られることを特徴
とする方法。
【請求項１１】
　請求項１乃至１０の何れか一つに記載の方法であって、前記正の駆動相－スイッチング
状態（Ｓ１）－および前記負の駆動相－スイッチング状態（Ｓ３）－のとき、前記エネル
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ギー源（２９）から電流が前記スイッチング素子（３２～３５）を経由して前記共振回路
（２７）へと流れ、これで前記消費装置へと流れ、これに対し、前記正または負のフリー
ホイーリング相－スイッチング状態（Ｓ２；Ｓ４）－のとき、前記エネルギー源（２９）
から前記ブリッジ回路（２８）の前記スイッチング素子（３２～３５）を経由して前記共
振回路（２７）に至る電流の流れが起こらず、ないしはエネルギー供給が行われず、ここ
でそれでも、前記共振回路（２７）における電流の流れが維持されたままであることを特
徴とする方法。
【請求項１２】
　請求項１乃至１１の何れか一つに記載の方法であって、駆動相における電流の流れがス
イッチング素子（３２と３５；３３と３４）の対ごとのアクティブ化によって作られ、こ
れに対し、フリーホイーリング相においてスイッチング素子（３２と３４；３３と３５）
がアクティブ化されることを特徴とする方法。
【請求項１３】
　請求項１乃至１２の何れか一つに記載の方法であって、前記制御装置（４）が絶えずス
イッチング状態（Ｓ１～Ｓ４）を、ちょうどそこに存在する共振電流の半周期に割当て、
それで、同期化の後に前記ブリッジ回路（２８）が正しい時点で再び前記標準動作モード
に切替えられるようにすることを特徴とする方法。
【請求項１４】
　請求項１乃至１３の何れか一つに記載の方法であって、前記制御装置（４）および論理
ユニット（７６）とそれぞれ複数のコンパレータ（８１～８４）が接続され、該コンパレ
ータ（８１～８４）が、測定装置（４７および／または７０）から供給された、実際に現
れる電流値および電圧値を、記憶された相応の目標値と比較し、ここで、実測値が目標値
を超えている場合、調整方式が前記制御装置（４）によって実行されることを特徴とする
方法。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の方法であって、前記コンパレータ（８１）が、前記測定装置（４７
）から供給された共振電流“Ｉｒｅｓ”を所与の最大限許容し得る目標電流“Ｉｍａｘ”
と比較し、前記目標電流“Ｉｍａｘ”を超える場合に、信号“Ｉｒｅｓｍａｘ”が前記論
理ユニット（７６）に向けて線路（８５）経由で出力されることを特徴とする方法。
【請求項１６】
　請求項１４に記載の方法であって、前記コンパレータ（８３）が、前記測定装置（７０
）の溶接電圧“Ｕ”を所与の最大限許容し得る目標電圧“Ｕｍａｘ”と比較し、この目標
電圧“Ｕｍａｘ”を超える場合に、信号“Ｕｒｅｓｍａｘ”が線路（８７）経由で論理ユ
ニット（７６）に出力されることを特徴とする方法。
【請求項１７】
　請求項１５に記載の方法であって、前記共振回路（２７）における複数回の電流ゼロ通
過の後に共振電流“Ｉｒｅｓ”が目標値“Ｉｍａｘ”より下に下がっているかどうか、制
御装置（４）によって監視されることを特徴とする方法。
【請求項１８】
　請求項１６に記載の方法であって、前記共振回路（２７）における複数回の電流ゼロ通
過の後に溶接電圧”Ｕ”が目標値“Ｕｍａｘ”より下に下がっているかどうか、制御装置
（４）によって監視されることを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明は、請求項１に述べる通りの、共振回路を備えた溶接用電源を調整する方法に関す
るものである。
【０００２】
すでに、ＤＥ４４１１２２７Ａ１による共振回路を使ったアーク溶接機が知られている。
これは、網電圧受電式の整流器を備えたインバータ電源、中間回路、一次側クロック式変
流器および変流器の二次側に配置された整流器からなり、これに溶接プロセス、特に溶接
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トーチが結合している。変流器のクロック動作は、ブリッジ回路、特に半ブリッジを介し
て行われ、ここで、ブリッジ回路はスイッチング素子によって作られる。半ブリッジのス
イッチング素子は、所与のスイッチングインターバルの間、導電状態にある。ブリッジ回
路のスイッチング素子の制御および／または調整は、共振電流か共振電圧かどちらかがゼ
ロになったときにスイッチング素子が切替えられるように行われ、その場合、スイッチン
グ素子の非アクティブ化のために共振電流か共振電圧かどちらかがゼロへと減衰し、スイ
ッチング素子の非アクティブ化ないしはスイッチオフが行われる前になお短い時間、この
値は保持される。
【０００３】
ここで不利であるのは、この種の共振回路が準共振動作ないしは半共振動作しかしない、
すなわち、インダクタンスにおいて電流の流れが一方向でしか可能でなく、コンデンサに
おいて一極性の電圧しか発生し得ないことである。
１９９３年１０月３日の「高周波共振インバータを備えた電子溶接機」に関する「１９９
３年ＩＥＥＥ産業利用会議第２８回ＬＡＳ年次総会の議事録」という文書の中に、直並列
変換器（ＬＳ2共振コンバータ）を包含する溶接用電源を調整する方法についての記述が
ある。この方法では、半ブリッジとして作られたブリッジ回路が、複数のディジタル／ア
ナログ回路から構成された制御装置によって駆動される。溶接用電源の調整は、電源の標
準動作モードにおいて共振回路の特性曲線上の動作点が共振周波数の外ないしは脇に位置
するように行われ、その目的のため、ブリッジ回路は制御装置によって然るべく連続的に
駆動される。そこで、消費装置に変化が生じると、ブリッジ回路は、共振回路が少なくと
も共振周波数をもって動作するように駆動される。
更に、同文書から、共振回路の特性曲線変化が生じても動作点は常に共振周波数の点から
同じ側に保たれる、ないしは、共振回路の特性曲線が出力側の抵抗変化のために変化した
とき、動作点は共振周波数より下に下がらないことが知られている。記載の半ブリッジは
確かに相対的に簡単かつ低コストで構築できるが、動的負荷変化の際に安定した動作を確
保する調整方法は制約があり、使用中に現れるすべての負荷ケースにとって満足のいくも
のではない。
ＷＯ　９７／０１２１１からは、同じく直並列振動回路を使用し、それで、様々な負荷状
態に対して様々な共振周波数および特性曲線が出現することになる共振変換器が知られて
いる。ここでは、振動回路において負荷変化の結果生じる様々な共振周波数に共振変換器
のクロック周波数を合わせるために複数の発振器が使用される。生じ得る共振周波数が多
数あるので、ある一定の数の共振周波数しか調整にかけられず、ここで、コンバータの使
用可能な動作周波数、つまり、許容される共振周波数は、使用される発振器、特にその周
波数に左右される。調整においては、コンバータの出力を負荷に合わせるために、前もっ
て固定的に与えられた発振器の周波数が相互に切替えられる。ここで、共振変換器は常に
共振周波数をもって動作させられる。ここで不利であるのは、様々な共振周波数に合わせ
るために様々な発振器が多数必要であり、従って、内蔵の発振器、特にその周波数に合致
しない、ないしは割当てることのできない共振周波数が出現する可能性があるので、連続
的な調整が不可能であり、その結果、常に段階的に１回ずつしか調整ができないというこ
とである。更に不利であるのは、共振変換器の調整が常に共振周波数においてしかできず
、従って、特性曲線上の動作点のシフト、つまり、共振周波数より上または下の周波数で
の限定的な動作が不可能であるということである。これは、例えば、負荷一定のときにコ
ンバータの出力変化が要求される場合に必要なことである。
【０００４】
よって、本発明の課題は、消費装置の出力条件に応じて溶接用電源の制御および／または
調整が行われる仕方で、共振回路を備えた溶接用電源を調整および／または制御する方法
を創造することである。
【０００５】
本発明の課題は、請求項の特徴表現部に記載の方策によって解決される。ここで有利であ
るのは、溶接用電源、特にブリッジ回路のそのような調整によって、動作点が常に共振特
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性曲線の同じ側、特に共振曲線の上昇特性曲線または下降特性曲線の側に保たれることで
ある。もうひとつの利点は、様々な動作モード、特に標準動作モード、特殊動作モードお
よび／または特殊調整方式により、共振回路が外部エネルギー供給に関係なく振動し続け
、それで、スイッチング素子のスイッチング周波数を共振回路の共振周波数に整合でき、
再整合もできることである。また、共振回路を備えた溶接用電源を調整するこのような方
法により、僅かな電流の流れの中でアークの維持またはアークの点弧に必要な相応の高さ
の出力電圧が存在する相応の出力特性曲線が達成できることも、重大な利点であり、ここ
では、補助的に必要とされるエネルギーが共振回路から獲得されるので、出力部分ないし
は溶接用電源の寸法を小さく抑えることができる。
【０００６】
請求項２に記載のもうひとつの実施態様は、標準動作モードについて均一の制御フローが
達成できる点で有利である。これで、消費装置の状態が不変であれば、再現可能なパルス
動作を維持し、それで、良好な溶接結果を達成することが可能である。
【０００７】
請求項３に記載のもうひとつ別の実施態様によれば、特に消費装置の抵抗に変化が生じた
後、共振回路に合わせて所期の標準状態を再生することが可能となる。
【０００８】
更なる有利な方策が請求項４～１７に記述されている。そこから明らかとなる利点は、本
文説明から知ることができる。
【０００９】
以下、本発明を実施例に則して詳細に説明する。
【００１０】
先ず、個々の実施例の同じ部分に同じ参照記号を付すことを書き留めておく。個々の実施
例に記載の位置データは、位置変更の際に適宜、新たな位置に移すものとする。
【００１１】
図１に示すのは、例えばＭＩＧ／ＭＡＧ溶接、ＴＩＧ溶接、アーク溶接など各種溶接法に
適した溶接機ないしは溶接装置である。自明のことながら、本発明による解決策は溶接用
電源に適用できるが、これだけに限定されるものではない。
【００１２】
溶接装置１は、溶接用電源２、これに属する出力部３、制御装置４、出力部３および制御
装置４にそれぞれ割当てられた切換素子５を包含する。切換素子５および制御装置４はそ
れぞれ制御弁６と接続されており、この制御弁は、ガス８、特に例えばＣＯ2、ヘリウム
、アルゴンなどのシールドガスのための供給管路７の中に配置されており、供給管路はガ
ス溜め９と溶接トーチ１０の間に位置する。
【００１３】
制御装置４を介しては更に、ＭＩＧ／ＭＡＧ溶接にとって普通のワイヤ送給装置１１を駆
動することができ、ここで、供給管路１２を介して溶接用ワイヤ１３が貯蔵ドラム１４か
ら溶接トーチ１０の領域内へと送られる。自明のことながら、到達技術水準から知られて
いる通りのワイヤ送給装置１１は、溶接装置１、特に本体ハウジングにおいて一体化して
おり、図１に示す通り補助装置として作られていない。
【００１４】
溶接用ワイヤ１３と母材１６の間にアーク１５を構築する電流は、供給線路１７を介して
溶接用電源２の出力部３から溶接トーチ１０ないしは溶接用ワイヤ１３に送られ、ここで
、溶接すべき母材１６も、別の供給線路１８を介して溶接装置１、特に２と接続されてお
り、これで、アーク１５を介して電流回路が構築できるようになっている。
【００１５】
溶接トーチ１０の冷却のために、溶接トーチ１０は、流量モニタ２０を中間接続した上で
冷却循環系１９を介して液体タンク、特に水タンク２１と接続することができ、これによ
り、溶接トーチ１０の使用開始時に冷却循環系１９、特に水タンク２１の中に配置された
液体ポンプが始動させられ、それで、溶接トーチ１０ないしは溶接用ワイヤ１３の冷却が
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引起こされる。
【００１６】
溶接装置１は更に、溶接装置１の様々な溶接パラメータないしは動作モードを設定できる
ようにする入出力装置２２を具備する。この入出力装置２２を介して設定された溶接パラ
メータは、制御装置４に転送され、これにより引き続き、溶接機ないしは溶接装置１の各
個コンポーネントが駆動される。
【００１７】
更に、図示された実施例では、溶接トーチ１０は、ホースパッケージ２３を介して溶接装
置１ないしは溶接機と接続されている。ホースパッケージ２３には、溶接装置１から溶接
トーチ１０への個々の線路が配設されている。ホースパッケージ２３は、到達技術水準に
数えられる接続装置２４を介して溶接トーチ１０と接続され、反対に、ホースパッケージ
２３の個々の線路は、接続ブッシュないしは差込継手を介して溶接装置１の各個接点と接
続されている。ホースパッケージ２３の相応の歪み取りが保証されるよう、ホースパッケ
ージ２３は、耐張クランプ装置２５を介してハウジング２６、特に溶接装置１の本体ハウ
ジングと接続されている。
【００１８】
図２～７は、共振回路２７、特に直並列変換器を備えた溶接用電源２の用途を示し、詳記
するならば、図２は、溶接用電源２の単純化した代替回路図を示す。図３は、溶接用電源
２のブリッジ回路２８の制御に関するフローチャートを示す。図４は、共振回路２７に関
する周波数特性曲線を概略的に示す。図５～７は、共振回路２７を備えた溶接用電源２の
制御および／または調整に関する特性曲線を示す。
【００１９】
図２に示す溶接用電源２の構造においては、エネルギー源２９が概略的に描かれている。
このエネルギー源２９は、エネルギー供給網、特に例えば２３０Ｖまたは４００Ｖ交流電
圧網など公共電力網（図示されていない）と接続されている。エネルギー源２９において
、供給された交流電圧は直流電圧に変換されるが、ここでは、例えば高レベル調整器また
は低レベル調整器を後に接続することが可能である。
【００２０】
エネルギー源２９は、線路３０、３１を介してブリッジ回路２８と接続されており、これ
に直流電圧を供給する。ブリッジ回路２８は、全ブリッジまたは半ブリッジによって実現
させることができ、ここで、図示された実施例では、４つのスイッチング素子３２～３５
とこれに割当てられたフリーホイーリングダイオード３６～３９から形成された全ブリッ
ジが採用されている。この場合、スイッチング素子３２および３３は、例えばいわゆるＩ
ＧＢＴトランジスタから形成され、スイッチング素子３４および３５は、例えばＭＯＳＦ
ＥＴトランジスタによって形成される。
【００２１】
各個スイッチング素子３２～３５の制御のために、これらは、一点鎖線で描かれた制御線
路４０～４３を介して制御装置４と接続されており、これで、制御線路４０～４３にエネ
ルギーを通すことにより、スイッチング素子３２～３５はアクティブ化ないしは非アクテ
ィブ化できるようになっている。ブリッジ回路２８の中心点には共振回路２７、特に直並
列変換器が接続され、ここでは、これが、インダクタンス４４、これに直列接続されたコ
ンデンサ４５、および消費装置に並列接続された別のコンデンサ４６から構築される。共
振回路２７は、図示された実施例では輪郭が点線で描かれている。
【００２２】
共振回路２７の出力側には、共振回路２７の電流および電圧を検出する測定装置４７が配
置されており、ここで、測定装置４７は、電流の大きさおよび／または電圧の高さを伝達
する線路４８、４９を介して制御装置４と接続されている。測定装置４７に続いて、個々
のダイオードによって図示された整流器５０があり、この整流器５０の出力部が溶接装置
１の出力端子５１および５２と接続されている。この出力端子５１および５２には、消費
装置、特に溶接トーチ１０が供給線路１７、１８を介して接続されており、ここで、溶接
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トーチ１０は、オーム抵抗５３と供給線路１７および１８の線路インダクタンス５４の形
の代替電気回路図によって図示されている。
【００２３】
エネルギー源２９、ブリッジ回路２８および共振回路２７、つまり溶接用電源２の機能原
理は、すでに到達技術水準から知られているので、ここでは詳しく言及しない。以下、溶
接プロセスを実施するのに必要な電流および電圧を消費装置、特に溶接トーチ１０に供給
する制御方式および／または調整方式について述べる。
【００２４】
先ず基本として述べるべきは、図４に示す通り、共振回路２７、特に直並列変換器を使用
する場合、これが共振周波数より上か下かどちらかの周波数、望ましくは、共振周波数よ
り高い周波数で動作することである。この場合の共振周波数は、特に出力端子５１および
５２における負荷抵抗、つまり消費装置の出力状態に応じて出現する。すなわち、出力側
、つまり溶接トーチ１０に、例えば短絡の発生によって抵抗変化が生じた場合、共振周波
数は変化するということであり、ここで、溶接用電源２、特に共振回路２７の寸法を決め
ることによって相応の周波数帯を決定することができる。図４に示す周波数特性曲線には
、最小共振周波数５５と最大共振周波数５６を有する特性曲線が記入されている。最小共
振周波数５５が出現するのは、アーク１５が溶接用ワイヤ１３と母材１６の間で消滅する
ときである。なぜなら、それによってオーム抵抗５３が無限大になるからである。
【００２５】
溶接用電源２の動作の際、つまり溶接プロセスの際、共振回路２７の共振周波数は、様々
な負荷のゆえに上記両方の周波数の間で変動する。ここで、安全な動作のために、概略的
に特性曲線に記入された動作点５７を共振周波数の一方の側、特に共振周波数より上の周
波数の側で決定する。こうすることにより、制御装置４の外部調整ないしは外部制御に基
づき、この動作点５７は、共振周波数が不変であるとして、所要の出力に応じて概略的に
図示された特性曲線に沿って変動できることになる。つまり、溶接プロセス中の様々な出
力状態により、最小共振周波数５５と最大共振周波数５６の間に位置する様々な特性曲線
が出現するのである。関連の概略図では、横座標に周波数ｆを、縦座標に伝達関数Ｇを取
っており、ここで、伝達関数Ｇは、出力電圧と入力電圧の間のエネルギー乗数を表す。す
なわち、例えば伝達関数Ｇが値２を取る場合、出力電圧が入力電圧と比べて２倍の高さに
達するということである。
【００２６】
但し、溶接用電源２において共振回路２７をこのように使用する場合は、溶接用電源２の
調整ないしは制御の際、動作点５７が常に共振周波数の同じ側、つまり、共振周波数より
上か下かどちらか一方の側に保持される点に留意しなければならない。なぜなら、例えば
他方の側に移ると、調整原理ないしは制御原理が逆転するからである。すなわち、動作点
５７を共振周波数より上と決定した場合、これは、出力変化のとき、つまり消費装置の抵
抗変化のとき、従って、共振周波数の変化したときに再び新たな共振周波数より上になけ
ればならないということである。
【００２７】
点線で描かれた通り、動作点５７を、例えば最小共振周波数５５の特性曲線においてこの
共振周波数より上に置くと、急速な出力変化のとき、特に急速な抵抗変化のとき、短絡の
解消と同様、共振周波数の変化が生じ、これで、例えば最大共振周波数５６にまでなる特
性曲線の変化が生じる。これにより、点線で描かれた通り、動作点５７は今や新たな特性
曲線に移り、それも、共振周波数より下へと移り、その結果、制御原理が変わってしまう
ことになる。
【００２８】
つまり、例えば制御装置４によって出力を下げなければならない場合は、動作点５７が共
振周波数より上であれば、周波数を上げなければならない。そうすることで、動作点５７
は、最小共振周波数５５を有する特性曲線における通り、垂下特性曲線に沿って移動でき
ることになる。
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【００２９】
しかしながら、上に述べた通り、動作点５７は出力変化によって共振周波数より下へとず
らされたので（最大共振周波数５６に関する特性曲線において点線で見分けられる通り）
、今度は、共振周波数を上げることによって出力増大が達成ないしは実行される。なぜな
ら、動作点５７は、最大共振周波数５６に関する上昇特性曲線に沿って共振周波数より下
の側へと移され、その結果、溶接用電源２の機能障害、ならびに、コンポーネントの破壊
の事態になりかねないからである。この特別な推移に留意しなければならないのは、特に
特性曲線が周波数の低い方から高い方へと移る場合である。なぜなら、逆に特性曲線が周
波数の高い方から低い方へと移る場合（図に点線で描かれている通り）は、動作点５７は
常に特性曲線の同じ側に保持されるからである。
【００３０】
それでも、動作点５７がこのように側を変える変移が起こり得ないよう、然るべく下記の
制御方式および／または調整方式を適用し、そこで、消費装置の急速な抵抗変化（溶接プ
ロセスの場合がそうである）が生じても、動作点５７が常に然るべく決定された特性曲線
の側、望ましくは、共振周波数より上の側に保持されるようにしなければならない。しか
しながら、これは、適用場所が溶接用電源２であることから、きわめて難しい。そこでは
、きわめて急速な出力変化ないしは抵抗変化が生じるので、然るべき制御ないしは調整を
実行できるようにする上で、到達技術水準から知られているような共振回路を備えた溶接
用電源は大抵排除されるからである。
【００３１】
動作点５７が共振周波数の一方の側から他方の側へと移る変移が起こり得ないよう、溶接
用電源２を制御ないしは調整するために、共振回路２７の状態量、特に共振回路２７にお
ける電流推移または電圧推移、例えば図５～７に示す通りの共振電流５８を調整量ないし
は制御量として取入れる。自明のことながら、共振電流５８の代わりに共振回路２７にお
ける共振電圧を調整ないしは制御の目的で取入れることも可能であり、ここでは、そのた
めに特性曲線が９０゜ずれている。これにより、共振回路２７にいかなる周波数変化が生
じても、動作点５７は確実にそれに応じてずらされることになる。すなわち、抵抗変化の
とき、つまり負荷変化のとき、溶接用電源２の制御ないしは調整が少なくとも共振周波数
をもって、または共振周波数より上の周波数をもって行われ、従って、動作点５７が共振
周波数の他方の側に移ることはあり得ないので、引き続き、周波数を適宜上げるか下げる
かすることによって、動作点５７をそのときの特性曲線の正しい側にずらすことが可能と
なる。
【００３２】
溶接用電源２の調整ないしは制御、特にブリッジ回路２８ないしはそのスイッチング素子
３２～３５の駆動を詳細に説明できるようにするため、図５～７に様々な制御フローない
しは調整フローが図示されている。図５は、共振周波数が一定である場合、つまり、消費
装置の出力状態が不変である場合の調整フローないしは制御フロー、図６は、例えば短絡
の解消、アーク長の増進またはアーク１５の消滅の際に起こるような共振周波数増大のと
きの調整フローないしは制御フロー、図７は、例えば短絡の生成またはアーク長の短縮の
際に起こるな共振周波数低減のときの調整フローないしは制御フローである。これら図示
された調整フローないしは制御フローは、溶接用電源２において不意に出現するので、随
時然るべき調整ないしは制御を実施しなければならない。
【００３３】
制御および／または調整は複数のパラメータに応じて実施され、図５～７には、かかるパ
ラメータとして共振回路２７の状態量、特に共振電流５８、制御装置４または測定装置４
７によるゼロ点通過判別５９、制御量アルファ（ａｌｐｈａ）およびファイ（ｐｈｉ）を
有するランプ特性曲線６０、ならびに、スイッチング素子３２～３５の電圧特性曲線６１
～６４、およびブリッジ回路２８の電圧特性曲線６５が記入されている。個々の特性曲線
は、個々のグラフに同期で描かれている。
【００３４】
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調整ないしは制御については、制御装置４においてブリッジ回路２８、特にスイッチング
素子３２～３５のために複数のスイッチング状態Ｓ１～Ｓ４が用意されており、その時々
の溶接用電源２の出力条件、つまりは溶接トーチ１０の出力条件に応じて呼出される。個
々のスイッチング状態Ｓ１～Ｓ４が適用されるときの可能な流れは、図３に矢印で描かれ
ている。
【００３５】
用意されたスイッチング状態Ｓ１～Ｓ４は、下表に則して形成ないしは保存される。ここ
で、スイッチング素子３２～３５はそれぞれ、状態“オン”のとき、制御装置４の相応の
駆動によってアクティブ化されている。下表には更に別のスイッチング状態Ｓ５およびＳ
６が記入されているが、これらは、別の実施例（図８および９に示す通りの）に割当てら
れている。
【００３６】
スイッチング素子
スイッチング状態：３２　　３３　　３４　　３５　　エネルギー供給
Ｓ１　　　　　　　オン　　オフ　　オフ　　オン　　正の駆動相
Ｓ２　　　　　　　オン　　オフ　　オン　　オフ　　正のフリーホイーリング
Ｓ３　　　　　　　オフ　　オン　　オン　　オフ　　負の駆動相
Ｓ４　　　　　　　オフ　　オン　　オフ　　オン　　負のフリーホイーリング
Ｓ５　　　　　　　オフ　　オン　　オフ　　オフ　　特殊動作モード
Ｓ６　　　　　　　オン　　オフ　　オフ　　オフ　　特殊動作モード
【００３７】
エネルギー供給については、電圧特性曲線６５で表されている通り、エネルギー源２９か
らブリッジ回路２８を経て溶接用電源２の共振回路２７に至るまでのエネルギー供給を説
明するものである限り、範囲を限定した。すなわち、正の駆動相と負の駆動相では、電流
は、溶接用電源２の直流電圧中間回路から、つまりエネルギー源２９からスイッチング素
子３２～３５を経て共振回路２７の中まで、従って、消費装置、特に溶接トーチ１０まで
流れ、反対に、正のフリーホイーリング相または負のフリーホイーリング相では、中間回
路からブリッジ回路２８のスイッチング素子３２～３５を経てエネルギーが供給されない
、ないしは電流が流れないということであり、ここでは、共振回路２７において電流回路
が維持されたままで、自発的に振動する。
【００３８】
駆動相では、スイッチング素子３２と３５または３３と３４の対ごとのアクティブ化によ
って電流の流れが作られ、反対に、フリーホイーリング相では、スイッチング素子３２と
３４または３３と３５がアクティブ化しており、従って、スイッチング素子３２～３５を
介して共振回路２７は共通の電位に切替わっている。
【００３９】
基本として述べるべきは、スイッチング過程で生じるコンポーネントの損失出力のために
スイッチング素子３２と３３、つまり、例えばＩＧＢＴトランジスタが、共振回路２７に
おける共振電流５８の電流ゼロ通過の直前または直後にある一定の制御信号アルファ（ラ
ンプ特性曲線６０が示す通りの）に切替えられ、反対に、スイッチング素子３４と３５、
つまり、例えばＭＯＳＦＥＴトランジスタが、共振回路２７における共振電流５８のある
一定の制御信号、特に位相角制御信号ファイに切替えられることである。すなわち、共振
回路２７における電流の流れが制御量ないしは調整量として取入れられ、これで、共振回
路２７、特に直並列変換器を備えた溶接用電源２が共振周波数をもって、または共振周波
数より上の周波数をもって、つまり、固有周波数をもって、または固有周波数より上の周
波数をもって動作し、その際、発振器を通して到達技術水準から知られているような外部
量が使用されないということである。自明のことながら、他のトランジスタを使用するこ
と、ないしは、スイッチング素子３２と３３をＭＯＳＦＥＴトランジスタとして作り、ス
イッチング素子３４と３５をＩＧＢＴトランジスタとして作ることも可能である。
【００４０】
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ブリッジ回路２８を制御または調整する制御装置４に関する制御量ないしは調整量は、制
御信号アルファおよびファイと、状態量、特に共振電流５８または共振電圧のゼロ通過に
よって作られ、ここで、制御信号アルファは、電流ゼロ通過の領域におけるスイッチング
素子３２と３３のアクティブ化を受持ち、制御信号ファイは、共振回路２７における電流
の流れのある一定の位相角に対するスイッチング素子３４と３５のアクティブ化を受持つ
。制御信号アルファおよびファイは、その場合、制御装置４によって所要の出力に応じて
算定ないしは決定されるので、ブリッジ回路２８の相応のパルス幅がスイッチング素子３
２～３５の駆動によって作られ、反対に、電流ゼロ通過の制御信号は共振電流５８の電流
ゼロ通過と同期で作られることになる。
【００４１】
スイッチング素子３２～３５の駆動のために相応のパルス幅を作るについては様々な方法
が可能である。例えば、制御信号ファイおよびアルファをランプ関数（図５～７に示すラ
ンプ特性曲線６０が表す通りの）に移し、ランプ信号６６と比較する。この方法では、交
点が現れるとき、ないしは、制御信号ファイおよびアルファがランプ信号６６と一致する
とき、これに呼応してスイッチング素子３２～３５が駆動されることになる。それでも、
ランプ信号６６が共振回路２７の共振周波数と同期化できるよう、共振電流５８の電流ゼ
ロ通過が出現するたびに連続的ないしは直線的に立ち上がるランプ信号６６が新たにスタ
ートさせられる。
【００４２】
これに関して述べるべきは、パルス幅最大のとき、つまり出力最大のとき、制御信号アル
ファの値と制御信号ファイの値が同等となり、これで、溶接用電源２が言わば共振周波数
をもって動作するということである。出力が低下すると、制御信号ファイの値が制御信号
アルファの値より小さくなり、その結果、両方の制御信号が同時に現れるか、制御信号フ
ァイが制御信号アルファより前に現れるかどちらかとなる。更に、溶接用電源２が共振周
波数をもって動作するとき、制御信号ファイおよびアルファの値が共振電流のパルス幅に
合致することもあり得る。すなわち、制御信号の値がランプ信号６６の最大限達成すべき
値と一致し、これで、電流ゼロ通過（スイッチング時間および制御時間に基づいて起こり
得る）と同時に、ないしはその直後にその都度、スイッチング素子３２～３５がアクティ
ブ化ないしは非アクティブ化されるということである。パルス幅は、従って、両方の制御
信号ファイおよびアルファの差によって決められる。自明のことながら、こうした比較、
ないしは、スイッチング素子３２～３５についてのスイッチオン時点および／またはスイ
ッチオフ時点の決定を、例えばカウンタによってディジタルの形で行うことも、制御装置
４による単純な計算によって行うことも可能である。
【００４３】
ランプ信号６６は、図示された実施例では、共振電流５８の半周期分の時間内、つまり２
回の電流ゼロ通過時刻の間に所定の値まで上がるように作られる。これにより、標準動作
モードにおいて制御信号ファイおよびアルファがセットされるので、共振電流５８の半周
期分の時間内ないしは半波１つ分の時間内にブリッジ回路２８の制御が制御装置４によっ
て実行される。
【００４４】
そこでは、しかしながら、周期時間が様々であるため、つまり、出力条件の違いによって
共振回路２７の共振周波数が様々であるため、ランプ信号６６が所定の値まで上がらなけ
ればならない半波１つ分の時間ないしは半周期分の時間が、共振周波数の変化に応じて変
化するという事態が起こり得る。すなわち、例えば出力が変化すると溶接用電源２の共振
周波数が変化するということである。ここで、この出力変化、特に消費装置における抵抗
変化は、短絡の発生、アークの発生またはアークの消滅によって引起こされ、その結果、
例えば周期時間、特に共振電流５８の半周期分６７の時間は短縮または延長されることに
なる。時間が短縮されれば、ランプ信号６６は所与の値にまだ達しないということになり
、延長されれば、すでにそれを超えたということになる。
【００４５】
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これにより、例えば共振周波数が上がると、図６から明らかな通り、ランプ信号６６は所
与の値に達することができず、任意の時点６８ですでに中断され、新たにスタートさせら
れるということがあり得る。反対に、共振周波数が下がると、図７から明らかな通り、時
点６８でランプ信号６６は所与の値に達するかこれを超えるかしており、電流ゼロ通過は
まだ起こらないということがあり得る。
【００４６】
これで、例えば図６に示す通り、制御信号ファイおよびアルファがスイッチング素子３２
～３５の駆動にとって領域外にあるということが起こり得る。すなわち、ランプ信号６６
が制御信号ファイおよびアルファの値に達する前に断たれ、新たにスタートさせられ、そ
の結果、制御信号ファイおよびアルファに応じてスイッチング素子３２～３５が駆動され
ることはもはや不可能となるということである。なぜなら、電流の流れないしは共振周波
数が変化してしまい、例えば制御信号ファイおよびアルファの現れる前に正弦形の共振電
流５８が正の半波から負の半波へと、または逆へと変化してしまうからである。但し、そ
れでもスイッチング素子３２～３５は、すでにある半波の分だけなお駆動される。
【００４７】
この状態は、制御装置４によって共振電流５８の電流ゼロ通過がその都度検出されるよう
に制御装置４によって判別ないしは監視される。ここで、電流ゼロ通過が起こった後、ラ
ンプ信号６６と比較される制御信号ファイおよびアルファがすでにアクティブ化されてい
るかどうか、制御装置４によってチェックされ、その上で、スイッチング素子３２～３３
がいかなるスイッチング状態Ｓ１～Ｓ４に切替えられなければならないか、制御装置４に
よって決められることになる。
【００４８】
個々のスイッチング状態Ｓ１～Ｓ４の間の切替えは、溶接用電源２が周波数変化（図５に
示す通りの）のない安定した標準動作モードにあるとき、ブリッジ回路２８が正の駆動相
－スイッチング状態Ｓ１－から正のフリーホイーリング相－スイッチング状態Ｓ２－に、
そして、ここから負の駆動相－スイッチング状態Ｓ３－に、そして引き続き、負のフリー
ホイーリング相－スイッチング状態Ｓ４－に切替えられるように行われる。負のフリーホ
イーリング相からは正の駆動相に切替えられ、これで、制御の円は閉じたことになる。こ
の流れは、ブリッジ回路２８の安定した動作が、図５に示す通り共振周波数より上の側に
存在し、それで、半パルス幅６７が電流のゼロ通過とゼロ通過の間で一定ないしはほぼ不
変であるときに実行される。
【００４９】
しかしながら、例えば図６の時点６８を見て分かる通り、共振電流５８の電流ゼロ通過が
両制御信号ファイおよびアルファの一方より前または両制御信号の間に起こるケースが発
生した場合は、共振電流５８の新たな共振周波数への同期化を行い、同時に、電位変化の
形での許容し得ない電流の流れを断つことによって、コンポーネント、特にスイッチング
素子３２～３５の破壊を阻止するため、制御装置４によって特殊な制御方式、特に特殊動
作モードが投入される。ここで、制御装置４は、電流ゼロ通過の発生時に直ちにブリッジ
回路２８を１つの駆動相－スイッチング状態Ｓ１またはＳ３－からもう１つの駆動相－ス
イッチング状態Ｓ３またはＳ１－に切替える。
【００５０】
その後、制御装置４によって再び、次回の電流ゼロ通過より前に両制御信号ファイおよび
アルファがすでに再びセットされているかどうかチェックされる。セットされていない場
合は、図６および７から明らかな通り、改めて次の駆動相に切替えられる。電流ゼロ通過
が起こったときのこの１つの駆動相からその次の駆動相への切替えにより、溶接用電源２
は共振周波数をもって短時間動作し、その結果、先に述べた通り、動作点５７が他方の側
にずれることは阻止される。これにより、共振周波数での動作を通してブリッジ回路２８
ないしはランプ信号６６が新たな共振周波数に改めて同期化される可能性も作り出される
。
【００５１】
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共振周波数の低減も判別できるよう、電流ゼロ通過の発生時に制御装置４によってランプ
信号６６の値はチェックされ、その値に達しているか、またはすでに超えているか確認さ
れる。これで、改めて特殊動作モードが制御装置４によって投入できることになる。自明
のことながら、この監視は周波数増大にも適用することができる。電流ゼロ通過の発生時
に、制御信号ファイおよびアルファがすでにセットされているかどうか、制御装置４によ
ってチェックされすれば足りるからである。
【００５２】
ランプ信号６６を、従って、別の制御信号ファイおよびアルファも直並列共振回路２７の
新たな共振周波数に合わせることができるよう、制御装置４によって、ランプ信号６６が
所定の値に達しなければならないこの新たな時間６９、特に半周期分６７の時間が求めら
れ、それで、所与の方法によってランプ信号６６のための時間が加減できることになる。
すなわち、制御装置４によって２回の電流ゼロ通過の間の時間６９、つまり、共振電流５
８の半周期分６７の時間が常時把握され、ずれがある場合にランプ信号６６の相応の変更
が加えられるということである。
【００５３】
その際、例えばランプ信号６６の半周期分の時間を無視し、それで、その次の電流ゼロ通
過のときにランプ信号６６を、これが再び新たな時間６９のうちに所定の値に達し得るよ
うに作る、ないしは、その持続時間を新たな時間６９に合わせることが可能である。これ
により、共振電流５８の半周期分６７の時間内に新たな共振周波数への同期化が行われ、
更なる共振周波数変化がなければ、確実に制御信号ファイおよびアルファは再びセットさ
れ、ないしはアクティブ化され、これで、安定した動作が可能となる。
【００５４】
１つの駆動相からもう１つの駆動相への切替えが行われると、先に述べたスイッチング状
態S１～S４に応じてブリッジ回路２８のスイッチング素子３２～３５は直接、電流ゼロ通
過に切替えられる。これは、きわめて迅速な調整によって、逆の正負符号を持つ依然きわ
めて低い共振電流５８が存在し、それで、スイッチング素子３２または３３のスイッチオ
フとスイッチオンが依然コンポーネントの破壊なしに可能である限り、可能である。加え
て、例えば正の半波から負の半波への、またはその逆の変移が不意に生じた場合のように
許容し得ない電流の流れがある場合にスイッチング素子３２～３５の破壊を回避するため
に、例えば電流の大きさを監視し、それで、所定の値を超えたときに溶接用電源２、特に
ブリッジ回路２８を短時間スイッチオフすることも可能である。
【００５５】
そこでは、しかしながら、スイッチング状態S５およびS６（図８および９に示す通りの）
に応じてスイッチング素子３２～３５を特殊状態、特に特殊動作モードに切替えることも
可能である。これについては、なお下に述べる。
【００５６】
ブリッジ回路２８を駆動相からフリーホイーリング相へと駆動することにより、つまり、
標準動作モードのとき、ないしは共振周波数より上の周波数での動作のとき、また、１つ
の駆動相から直接もう１つの駆動相に切替える共振周波数を使った特殊動作モードのとき
、述べたように駆動することにより、制御に必要なランプ信号６６の持続時間、特にラン
プ信号６６が所与の値に達しなければならない時間６９を、特に半波の時間６９、ないし
は共振回路２７の２回の電流ゼロ通過の時刻間の半周期分６７の時間に合わせることがで
きる。その際、ランプ信号６６の持続時間の変更は、到達技術水準から知られている様々
な方法に従い、例えば先に現れた持続時間に合わせる、パーセンテージで単純に加減する
などによって行うことができる。制御にとって、ランプ信号の持続時間６９を加減するの
は決定的なことではない。なぜなら、特殊動作モードでは、制御装置４が常に１つの駆動
相からもう１つの駆動相に切替わり、その次の電流ゼロ通過より前に制御信号ファイおよ
びアルファがセットされているときに初めて、正規のスイッチングサイクルに戻るように
なっているからである。
【００５７】
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そこでは、しかしながら、溶接用電源２、特にインバータの新たな共振周波数への同期化
のために、図３に示したフローから離れ、それで特殊動作モード（図８に示したスイッチ
ング状態S５およびS６の通りの）に移行することが可能である。これについては、引き続
きなお詳述する。
【００５８】
要約すると、つまり、制御装置４により、制御信号ファイおよびアルファと共振回路２７
における電流ゼロ通過に応じて、ブリッジ回路２８のスイッチング素子３２～３５のため
にスイッチング状態S１～S４が決定され、これに応じてスイッチング素子が駆動されると
言うことができる。ここで、共振周波数より上の周波数での動作では駆動相からフリーホ
イーリング相などへの切替えが行われ、共振周波数での動作では１つの駆動相からもう１
つの駆動相などへの切替えが行われる。その際、１つの駆動相からその次の駆動相への切
替えは、再び共振周波数より上の周波数での動作が可能になるまで、つまり、共振回路２
７における電流の流れとランプ信号６６の間の同期化が実現し、それで、直並列変換器を
備えた溶接用電源２が再び共振周波数より上の周波数をもって動作するようになり、それ
で、制御信号ファイおよびアルファが再びセットされるまで、続行される。
【００５９】
図５～７に図示された制御方式および／または調整方式について述べなければならないの
は、スイッチング素子３２～３５のアクティブ化の際、直列接続されたスイッチング素子
３２と３３または３４と３５が等しく向き合うようにそれが行われるということである。
すなわち、例えばスイッチング素子３２または３４の非アクティブ化の際にスイッチング
素子３３または３５が同じ時点で、特に所定の遅延時間（専門用語ではdelay-timeと言う
）だけ遅れてアクティブ化されるということである。但し、自明のことながら、各個スイ
ッチング素子３２～３５を相前後する形で接続することは可能である。
【００６０】
それでも、消費装置、特にアーク１５のための実際の溶接電流を制御方式および／または
調整方式に共に取入れることができるよう、溶接用電源２の出力側に、出力電流および出
力電圧を検出する測定装置７０が配置されている。こちらは線路７１、７２を介して制御
装置４と接続されているので、出力電流を所定の目標値に向けて適宜調整することができ
る。溶接電流を制御方式ないしは調整方式に共に取入れることは、ブリッジ回路２８にと
ってパルス幅を決定ないしは算定する上で必要不可欠であり、これにより、動作点５７は
、所要の出力に応じて出現する特性曲線（図４に示す通りの）に沿ってパルス幅を変える
ことによってずらすことができる。従って、ブリッジ回路２８、特に半ブリッジまたは全
ブリッジの駆動は、可変の周期持続時間ないしは周期時間と組み合わされたパルス幅変調
の方式によって行われると言える。
【００６１】
よって、共振回路２７を備えた溶接用電源２を調整する発明通りの方法は、例えば次の通
りの手順で行うことができる。
【００６２】
エネルギー源から送られてきたエネルギーをブリッジ回路２８経由で、中に消費装置が配
置された共振回路２７に送る。消費装置は普通、標準動作モードにおいて、ブリッジ回路
２８のスイッチング素子３２～３５によって作られる電圧パルスおよび電流パルスが供給
される溶接プロセスのアーク１５である。標準動作モードでは、制御装置４によってブリ
ッジ回路２８ないしはそのスイッチング素子３２～３５は、動作点５７が共振回路２７の
特性曲線において共振周波数の外にあるように駆動される。この標準動作モードが与えら
れているのは、消費装置にほぼ不変の抵抗が存在するときである。この消費装置の抵抗が
変化すると、これは共振周波数の変化につながる。今、この消費装置の抵抗変化の位相に
おいてスイッチング素子３２～３５が支障なく動作できるようにするためには、これらを
少なくとも共振回路の共振周波数をもってスイッチングする。この場合、スイッチング素
子３２～３５のスイッチングは、動作点５７が調整過程の間も常に同じ側、特に共振回路
２７の特性曲線の垂下側または上昇側、つまり共振周波数を基準として常に同じ側に保た
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れるように行う。動作点５７が共振周波数を基準として存在する側は、消費装置の抵抗変
化の直前に動作点５７が存在した共振回路２７の特性曲線上の動作点５７の位置によって
決定される。この基本的な方法手順は、本出願のすべての実施例に当てはまり、実施例が
互いに異なるのは、そのスイッチング素子３２～３５のスイッチング状態とスイッチング
時間の点だけであり、図２～７の実施態様ではスイッチング状態S１～S４が出現し、図８
および９の実施態様ではスイッチング状態１～６が出現する。
【００６３】
図８および９には、ブリッジ回路２８の制御および／または調整に関するもうひとつ別の
実施例が図示されており、ここでは、スイッチング状態S５およびS６が使用される。
【００６４】
各個スイッチング素子３２～３５の駆動は、改めて出力端子５１、５２の出力条件に応じ
て行われる。ここで、安定した動作、つまり共振周波数より上の周波数での動作が与えら
れている場合、溶接用電源２、特にブリッジ回路２８のスイッチング素子３２～３５は、
図２～７に示す通り、駆動相Ｓ１またはＳ３からフリーホイーリング相Ｓ２またはＳ４に
切替えられる。ところが、出力変化、特に消費装置の抵抗変化が生じると、共振回路２７
の共振周波数は変化する。これは、すでに図２～７に則して先に詳細に述べた通りである
。
【００６５】
　この実施態様では、１つの駆動相Ｓ１またはＳ３からもう１つの駆動相Ｓ３またはＳ１
への切替え（図２～７に示す通りの）がもはや行われず、特殊動作モードにおいて、ちょ
うどそのときブリッジ回路２８がスイッチング状態Ｓ１～Ｓ４のどこにあるかに応じてス
イッチング状態Ｓ５および／またはＳ６が使用される形で切替えが行われる。この特殊動
作モードになると今や、出力変化、つまり共振周波数の増大または低減の結果として、制
御装置４によってスイッチング素子３２～３５は、前掲の表に従って駆動相Ｓ１またはＳ
３から特殊なスイッチング状態Ｓ５またはＳ６に切替えられることになる。ここで、スイ
ッチング素子３４および３５は非アクティブ化され、付属のスイッチング素子３３または
３２はアクティブ化される。これにより、エネルギー源２９からブリッジ回路２８を経由
する電流の流れはアクティブに中断され、溶接用電源２、特にインバータは、新たな共振
周波数に適合ないしは同期化することができる。それでも、フリーホイーリングダイオー
ド３６～３９の配置により、ないしは、出力トランジスタへのフリーホイーリングダイオ
ードの一体化により、共振回路２７の電流回路は依然維持され、これにより、制御装置４
によって引き続き共振電流５８の電流ゼロ通過を分析評価することができ、それで、同期
化を行うことができる。
【００６６】
これは、図９の実施例において時点６８から分かる。この時点６８で、制御装置４により
、すでに述べた通りの電流ゼロ通過が制御信号ファイおよびアルファより前にセットされ
ており、これで、後続のスイッチング状態Ｓ１～Ｓ４の１つへの切替えがもはや不可能で
あることが判別される。制御装置４により、ブリッジ回路２８は今や、そのとき存在する
駆動相Ｓ１からスイッチング状態Ｓ５（Ｆ８に示す通りの）に切替えられるように駆動さ
れ、そこで、スイッチング素子３２は非アクティブ化され、スイッチング素子３３はアク
ティブ化される。同時に、スイッチング素子３５が非アクティブ化されるので、ブリッジ
回路２８を経由する電流の流れはアクティブに中断されるが、それでも、スイッチング素
子３５のフリーホイーリングダイオード３９を経由する共振回路２７の電流の流れは依然
維持される。今や、すでに先に述べた通り、ランプ信号６６の持続時間６９を様々な仕方
で変えることができ、それにより、新たな共振周波数との同期化が実現し、共振周波数よ
り上の周波数での動作が再び可能となる。
【００６７】
基本として述べるべきは、共振回路２７の自発振動により、駆動相の外でも共振回路２７
における電流の流れが存在し、その結果、電流ゼロ通過の常時分析評価が制御装置４によ
って実行でき、それで、特殊動作モードにおける同期化がスイッチング状態Ｓ５およびＳ
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６の間に可能となることである。これにより、スイッチング状態Ｓ１～Ｓ４を文字通り設
けておくことによってこれらを共振電流５８の電流ゼロ通過、特に半周期に割当てること
ができ、それで再び、特殊動作モード（図２～７のスイッチング状態Ｓ１およびＳ４また
は図８および９のスイッチング状態Ｓ５およびＳ６における通りの）を離れた後、共振周
波数より上の側の標準動作モード（スイッチング状態Ｓ１～Ｓ４における通りの）に制御
下で入ることも可能となる。つまり、特殊動作モードＳ５および／またはＳ６への切替え
は、本実施例の場合、共振周波数が増大または低減したときに制御装置４によって行われ
、その際の判別および監視は、図１～７に則して先に述べた通りに行われる。
【００６８】
この図示された本実施例の状態においては、その次の電流ゼロ通過が起こった後、今度は
スイッチング状態Ｓ５からスイッチング状態Ｓ６に切替わり、続いて、ここからスイッチ
ング状態Ｓ４に切替わり、これで、中断されたスイッチング状態Ｓ１との同期化が行われ
た後、その次の駆動相に入ることができる。その際、スイッチング状態Ｓ５とＳ６の間で
繰返し切替えることも、すでに最初のスイッチング状態Ｓ５の後に再び標準動作モードに
切替えることも、また、特殊動作モード－スイッチング状態Ｓ５またはＳ６－の初回呼出
しの後、標準動作モードに戻る前に強制的にその次のスイッチング状態Ｓ６またはＳ５に
切替えることも可能である。但し、標準動作モードを離れるとき、標準動作モードにおけ
る調整フローの正しいスイッチング状態Ｓ１～Ｓ４に再び入る必要がある。これが必要不
可欠であるのは、共振電流５８の正弦形推移により、間違った電位の電流が流れた場合、
また、スイッチング状態Ｓ１～Ｓ４が間違って割当てられた場合にコンポーネント破壊の
事態になりかねないからである。
【００６９】
これにより、同期化の後にブリッジ回路２８が正しい時点で再び標準動作モードに切替え
られるよう、制御装置４が常時スイッチング状態Ｓ１～Ｓ４を、ちょうどそのとき存在す
る共振電流５８の半周期に割当て得ることが必要である。
【００７０】
先に述べた図１～９の実施例では、図示されたスイッチング状態Ｓ１～Ｓ６を離れ、下に
述べる通りの特殊調整方式を実行することも可能である。これが必要不可欠であるのは、
共振回路２７を備えた溶接用電源２を使用するとき、これが常に共振周波数より上の周波
数または共振周波数をもって動作しなければならず、また、不意の著しい出力変化、特に
消費装置の抵抗変化により、同期化が所与のプリセット可能な時間内に実行できなかった
り、設けられた相応の最大許容値を超えてしまったりすることがあり得るからである。す
なわち、同期化過程が長すぎることにより、コンポーネント損失の結果として共振回路２
７の自立的振動が出現し、それで、溶接用電源２がもはや動作できなくなる事態が起こり
得る。それは、スイッチング状態Ｓ１～Ｓ６を共振電流５８の半周期に割当てることがも
はや不可能となり、それで、溶接用電源２を新たに始動ないしは駆動しなければならなく
なるからである。
【００７１】
図１０および１１には。特殊調整方式に関する実施例のバリエーションが概略的に図示さ
れている。そこで、図１０は、共振回路２７の使用、スイッチング状態Ｓ１～Ｓ６全体に
わたっての制御および特殊調整方式によって達成し得る溶接用電源２の出力特性曲線７３
を示す。これに対し、図１１は、制御装置４に送り込まれ、その先の処理に備えてそこに
留まることのできる特殊調整方式のパラメータに関するブロック回路図を示す。
【００７２】
この出力特性曲線７３では、縦座標に出力電圧Ｕを、横座標に電流Ｉを取っており、ここ
にはまた、到達技術水準から知られている出力特性曲線７４も二点鎖線で記入されている
。
【００７３】
図１１のブロック回路図では、変換器７５が論理ユニット７６と接続されており、変換器
７５の入力部７７において、測定装置４７および／または７０の測定信号が処理され、そ
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こで、制御信号ファイ（ｐｈｉ）（線路７８）およびアルファ（ａｌｐｈａ）（線路７９
）が作られる。更に、論理ユニット７６が変換器７５をリセット（ＲＥＳＥＴ）する、つ
まりＲＥＳＥＴ信号を送出するときに経由する制御線路８０が記入されている。図９に示
すブロック回路図は、制御装置４のための代替回路図として活用することができる。すな
わち、図示された機能が制御装置４によって実行されるということである。
【００７４】
更に、測定装置４７および／または７０から供給された、実際に現れる電流値および電圧
値、つまり実測値を、設けられた相応の目標値と比較することを役割とする複数のコンパ
レータ８１～８４が配置されており、その比較により、実測値が目標値を超えている場合
は調整を行うことができ、それで、大きすぎる電流値および／または電圧値によるコンポ
ーネント破壊を阻止することができる。
【００７５】
　コンパレータ８１は、そこで、測定装置４７から供給された共振電流“ＩRes”を所与
の最大限許容し得る目標電流“Ｉmax”と比較することを役割とし、ここで、目標電流“
Ｉmax”を超えると、信号“Ｉresmax”が論理ユニット７６に向けて線路８５経由で出力
される。別のコンパレータ８２の方は、共振電流“ＩRes”をゼロ電位と比較し、ここで
、共振電流“ＩRes”の電流ゼロ通過が起こるたびに信号が線路８６経由で出力される。
この比較により、ゼロ点判別が実行され、変換器７５に伝達される。
【００７６】
　別のコンパレータ８３では、測定装置７０の溶接電圧“Ｕ”が所与の最大限許容し得る
目標電圧“Ｕmax”と比較され、ここで、この目標電圧“Ｕmax”を超えると、信号“Ｕre

smax”が線路８７経由で論理ユニット７６に伝送される。別のコンパレータ８４は、例え
ば溶接装置１に配置された冷却体の温度“Ｔ”を監視し、最大目標値“Ｔmax”と比較す
るのに使用できる。自明のことながら、溶接用電源２の安全な動作を保証するために、到
達技術水準から知られている更に別の監視システムを使用することも可能である。
【００７７】
基本として述べるべきは、図１０の特性曲線が示す通り、溶接用電源２は、最大の出力電
流を相応の出力電圧において供給し、点弧のために相応の高さの出力電圧を供給できるよ
うな寸法に決められている。到達技術水準から図示された出力特性曲線７４では、溶接用
電源は、例えば最大出力電流が１４０Ａ，出力電圧が５０Ｖのとき、アーク１５の点弧の
ために７ｋＷの出力を出さなければならない。
【００７８】
本発明による共振回路２７を備えた溶接用電源２の使用により、今や、アーク１５の点弧
のために最大９０Ｖの出力電圧が１４０Ａの最大限可能な出力電流において可能となる。
ここで、溶接用電源２の設計計算には、図示された特性曲線の平均値が基礎に置かれてい
て、これで、溶接用電源２は約５ｋＷの出力で足りるものと考えられる。すなわち、出力
特性曲線７３の特殊な推移により、僅かな電流の流れできわめて高い出力電圧が使用可能
であり、これで、低い電流の流れにおいて安定したアーク１５が作られ、また、アーク１
５の点弧が高い出力電圧によって確実にされるということである。
【００７９】
出力特性曲線７３の特殊な推移は、相応の高さのエネルギーが共振回路２７、つまりイン
ダクタンス４４とコンデンサ４５、４６に存在し、アーク１５の点弧のために、また、短
絡を維持、解消するために出力部に供給できることによって達成され、その際、溶接用電
源２をこの出力電圧および最大限可能な出力電流に合わせた寸法にしなくてもよい。
【００８０】
図示された出力特性曲線７３では、電流および電圧がグラフ上で溶接用電源２の一バリエ
ーションによって記されており、ここで、共振回路２７ないしは出力部３の寸法を適宜変
更することによって出力特性曲線７３の値は変えられる。すなわち、寸法決めと可能な最
大値“ＩmaxおよびＵmax”の決定に基づいて最大出力電圧と最大出力電流が変えられると
いうことである。



(17) JP 4718086 B2 2011.7.6

10

20

30

40

50

【００８１】
つまり、到達技術水準から知られている溶接用電源において最大出力電圧９０Ｖと最大出
力電流１４０Ｖが達成されるように寸法決めを行うとすれば、この溶接用電源は、二点鎖
線で表された出力特性曲線７４に従って１２．６ｋＷの出力を供給できなければならない
。それゆえ、この溶接用電源は、本発明による溶接用電源２を使って５ｋＷの出力で実現
し得る普通の溶接プロセスにとってははるかに過大な寸法を有し、同時に、このような溶
接用電源のサイズおよび重量もきわめて大きくなり得る。
【００８２】
図１０に概略的に示す本発明による溶接用電源２の出力特性曲線７３は、コンポーネント
ないしは出力部３の寸法決めに基づいて相応のエネルギー供給が可能となるように作られ
、ここで、出力特性曲線７３の特殊な推移は、共振回路２７の影響によって作られる。す
なわち、基本的に出力特性曲線７３は、到達技術水準から記入された特性曲線の二点鎖線
の矩形表現に相当し、共振回路２７に存在するエネルギーに基づいて出力特性曲線７３が
概略図に示す通りに変化するということである。
【００８３】
そこでは、例えば、約１１０Ａの電流値から出発して約２５Ｖの出力電圧が溶接プロセス
のために使用可能である。これは、更に記入された標準特性曲線８９において上の値の出
力電流で約２５Ｖの出力電圧が溶接プロセスに必要である限り、必要である。電流値８８
によって表された溶接用電源２の寸法決め範囲から出発すると、溶接用電源２は、約１５
Ｖのより低い出力電圧９１で例えば１４０Ａの最大出力電流９０を供給することができ、
これで、短絡解消のためにより多くの出力が供給できるようになり、電流値８８に相当す
る電流をもって溶接装置を運転することが可能となる。この電流を減じることにより、今
や溶接用電源２によって電圧が高められるようになり、例えば電流を約６０Ａに減じた場
合、電圧は４０Ｖに高められることになる。この点から、電圧は例えば指数関数的に上が
り始め、ここで、出力電圧は－図１１に示す通り－監視される結果、電圧値９２が最大限
許容し得る目標電圧Ｕmaxを超えた場合、制御装置４によって下記の特殊調整方式が導入
され、これで、電圧の制限が行われることになる。そうでない場合は、点線で表された通
り、電圧は無限に、つまりコンポーネントの損失出力によって制限された形で更に上昇し
、その結果、コンポーネントの破壊に至る。制御装置４によって導入された特殊調整方式
に基づき、今や電圧は所定の値に調整ないしは制限されることになる。
【００８４】
このような出力特性曲線７３の長所は、僅かな電流の流れでアーク１５の維持に必要な相
応の高さの出力電圧が存在し、ここで、補助的に必要とされるエネルギーが共振回路２７
から使用可能とされることから、溶接用電源２ないしは出力部の寸法を小さく抑えること
ができる点にある。
【００８５】
溶接用電源２における直列および／または並列の振動回路、特に共振回路２７の共振周波
数は消費装置の出力状態に応じて現れるので、大きな出力変化、特に大きな抵抗変化の結
果、同期化が所与の時間内に行われず、それで、自発振動する共振回路２７が自動的に終
了するに至ることがある。これは、フリーホイーリング相の間であっても、エネルギー源
２９からエネルギーが供給されない特殊動作モードの間であっても、エネルギーが消費装
置に向けて発せられ、それで、溶接用電源２を新たに始動ないしは駆動しなければならな
くなる限り、起こり得る。
【００８６】
これが起こらないよう、制御装置では、先に述べた制御方式および／または調整方式に加
えて、特殊動作モードを使って１つの駆動相からもう１つの駆動相に、またはスイッチン
グ状態S５またはS６に切替えることにより、特殊調整方式を実行することができる。また
、パラメータ、特に共振電流５８または溶接電圧が所与の目標値を超えた場合に特殊調整
方式を呼出し、実行することも可能である。
【００８７】
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すなわち、出力変化があったとき、制御装置４によってブリッジ回路２８が特殊状態Ｓ５
およびＳ６に切替えられると、どれだけの回数、特殊状態Ｓ５またはＳ６がもう１つの特
殊状態Ｓ６またはＳ５に切替えられるか、制御装置４によって監視される。ここで、どれ
だけの回数、特殊状態Ｓ５とＳ６の間で相互切替えが行われてよいかは、制御装置４に保
存されており、望ましくは４回である。すなわち、あまりに頻繁に特殊状態Ｓ５とＳ６の
間で相互切替えが行われると、コンポーネント損失の結果、自発振動する共振回路２７、
特に共振電流５８および／または共振電圧は消滅し、溶接プロセスはもはや続行されなく
なろう。なぜなら、エネルギー源２９からエネルギーが共振回路２７に供給されなくなる
からである。
【００８８】
特殊動作モードにおける切替え回数、つまり特殊状態Ｓ５またはＳ６の呼出し回数が所与
の目標値（望ましくは４回）を超えると、制御装置４によってブリッジ回路２８は特殊調
整方式に切替えられ、ここで、スイッチング素子３２～３５は駆動相において駆動される
ことになる。その際、しかしながら、パルス幅は最小限度まで縮小されるので、エネルギ
ー源２９からのエネルギー供給は僅かしか行われず、共振回路２７の振動は維持されたま
まとなる。エネルギーの供給は、ここで複数周期にわたって行うことができ、その時間ま
たは周期回数は記憶装置４に保存されているので、この特殊調整方式の実行後に再び、先
にあったスイッチング状態Ｓ５またはＳ６に戻り、改めて、今や同期化が可能かどうか監
視されることになる。先にあったスイッチング状態Ｓ１～Ｓ６に戻ることは随時可能であ
るが、それは、様々な特殊ケースの間であっても、制御装置４によってスイッチング状態
Ｓ１～Ｓ６が共振電流５８の半周期に割当てられ、これで、常に特定のスイッチング状態
Ｓ１～Ｓ６に随時戻ることができるからである。
【００８９】
更に、共振回路２７の振動に基づき、電圧および／または電流はその所与の最大値（図１
０および１１に示す通りの）を超えることがあり得る。そうなった場合は、制御装置４に
よって再び特殊調整方式が実行されることになる。その監視の仕方は、すでに図１１に則
して手短に説明した通りで、様々なパラメータの監視によって行われる。述べた通りの事
態になると、再び先ずブリッジ回路２８に関するパルス幅が最小限度まで縮小される。同
時に、共振電流５８の１回または複数回の電流ゼロ通過の後に信号“Ｉresmaxおよび／ま
たはＵmax”が相応の目標値より下に下がっているかどうか、監視される。このパラメー
タが目標値より下に下がったことを指し示す電流ゼロ通過の回数のカウントはプリセット
可能で、制御装置４に記憶される。この過程は繰返し実行できるが、このような調整テス
トがある一定の回数を超えた後、ブリッジ回路２８は非アクティブ化される。すなわち、
全部のスイッチング素子３２～３５が非アクティブ化され、それで、共振回路２７の共振
電流５８と共振電圧はコンポーネント損失を介して補償できることになり、これで、溶接
用電源２は新たに始動ないしは新たに駆動できることになる。
【００９０】
このような調整過程は、図１０のグラフから分かる通りである。ここで、出力特性曲線７
３の電圧、特に電圧値９２は、出力電流が下がると、電圧値９２に対応するプリセット可
能な電圧目標値“Ｕmax”を超えて増大する。今ここで特殊調整方式が実行されないと、
電圧は、点線で表された通り、さらに上がっていく。この高い電圧により、コンポーネン
ト、特にダイオードおよび出力トランジスタは破壊されてしまい、溶接用電源２のコンポ
ーネントを余分に大きく寸法決めしなければならない。つまり、電圧が目標値に達し、そ
れで電圧値９２に達したなら、パルス幅の縮小によって今や供給されるエネルギーは減少
し、その結果、電圧は、コンポーネント損失および／または消費装置へのエネルギー供給
によって再び低下することになる。引き続き、制御装置４によって再び標準動作モード、
つまりスイッチング状態S１～S４に切替えられる。
【００９１】
そこでは今や、例えば出力特性曲線の電圧値９３で表されている通り、またしても目標値
を超えることがあり得ることになり、そうなった場合、またしてもパルス幅は、プリセッ
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ト可能な数の半周期または全周期にわたって最小限度まで縮小されることになる。この特
殊調整方式は、今や、エネルギーがもはや共振回路２７の中に含まれなくなるまで、また
は、このような調整過程がある一定の回数に達した後、制御装置４によってブリッジ回路
２８が非アクティブ化され、それで、共振回路２７の中に残留するエネルギーが自発的に
崩壊するまでの間、実行することができる。これは時点９４から明らかになり、その場合
、エネルギーは指数関数的に崩壊する。すなわち、電圧が指数関数的に高まり、電流が連
続的に減少するということである。これにより、更に、溶接プロセスの始めに、ないしは
アーク１５の点弧にあたって、きわめて高い電圧が使用可能となる。更に、様々な電流値
に対して様々な電圧値を設けておくことが可能であり、そこで、相応の指数曲線を作るこ
とができるようになる。
【００９２】
つまり、所与のプリセット可能な目標値を超えると、制御装置４によって特殊調整方式が
実行され、その際、パルス幅がブリッジ回路２８にとって最小限度まで縮小され、また、
共振電流５８の１回または複数回の電流ゼロ通過の後にブリッジ回路２８が非アクティブ
化される、と言える。加えて、少なくとも消費装置の出力電圧、つまり出力端子５１およ
び５２の出力電圧が監視され、目標値と比較される。
【００９３】
要約すると、今や言えるのは、直並列変換器の形の共振回路２７を備えた溶接用電源２に
おいて、ブリッジ回路２８、特に半ブリッジまたは全ブリッジを駆動すべく、前もって固
定的に与えられた複数のスイッチング状態S１～S６をブリッジ回路２８のスイッチング素
子３２～３５について保存し、ここで、調整下のフローの中で制御装置４によって、標準
動作モード、つまり共振回路２７の状態量、特に共振電流５８または共振電圧より上また
は下のレベルでの動作において、ブリッジ回路２８をスイッチング状態S１～S４に応じて
連続的に駆動し、ここで、消費装置に出力変化、特に抵抗変化が生じたとき、制御装置４
により、ブリッジ回路２８を使って、ないしは共振回路２７の固有周波数をもって特殊動
作モードを実行し、ブリッジ回路（２８）を、特殊動作モードのために設けられたスイッ
チング状態、特にスイッチング状態S１またはS４ないしはＳ５またはＳ６に応じて駆動し
、ここで、個々の動作モード、特に標準動作モード、特殊動作モードおよび／または特殊
調整方式において、制御装置（４）によって個々のスイッチング状態Ｓ１～Ｓを自発振動
する共振回路（２７）、特に共振電流（５８）のゼロ通過または共振電圧に割当て、これ
で、スイッチング状態Ｓ１～Ｓ４が共振回路２７の状態量、特に共振電流５８のゼロ通過
または共振電圧に依存するようにする方法が提供できるということである。
【００９４】
つまり、溶接用電源２の動作のために複数の動作モード、特に標準動作モード、特殊動作
モードおよび特殊調整方式が実行され、それで、制御装置４が溶接用電源２、特にブリッ
ジ回路２８を、共振回路２７の特性曲線変化（図５に示す通りの）の際に動作点５７が常
に同じ側、特に共振回路２７の特性曲線の垂下側または上昇側に保たれるように調整でき
ることになる。
【００９５】
更に、このような共振回路２７を備えた溶接用電源２では、変流器９５、特に変圧器を使
用することができ、これにより、エネルギー源２９から供給されたエネルギーの変換を行
うことができる。その場合、変流器９５は、例えば図１２に示す通り、ブリッジ回路２８
、つまり共振回路２７と整流器５０の間に配置することができる。しかしながら、このよ
うな変流器９５は、すでにエネルギー源２９の中に配置しておくことも可能である。
【００９６】
最後に言及しておきたいのは、先に述べた実施例において個々の部分ないしはコンポーネ
ントまたはアセンブリが概略的ないしは簡略的に図示されていることである。更に、先に
述べた複合的特徴または個々の実施例の方策が、他の実施例の個別的特徴と組み合わさっ
て自立した発明通りの解決策を得ることも可能である。
【００９７】
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なかんずく、図１；２、３、４、５、６、７；８、９；１０、１１；１２に示した個々の
実施態様は、自立した発明通りの解決策の対象をなすことができる。これに関連する本発
明の課題および解決策は、これらの図に則した詳細な説明から推知することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　溶接機ないしは溶接装置の概略図である。
【図２】　共振回路を備えた溶接用電源の一回路図を示す単純化した概略図である。
【図３】　溶接用電源に関するフローチャートを示す単純化した概略図である。
【図４】　溶接用電源の共振特性曲線グラフを示す単純化した概略図である。
【図５】　共振周波数不変の場合の溶接用電源の制御に関するフローチャートを示す単純
化した概略図である。
【図６】　共振周波数増大の場合の溶接用電源の制御に関するフローチャートを示す単純
化した概略図である。
【図７】　共振周波数低減の場合の溶接用電源の制御に関するフローチャートを示す単純
化した概略図である。
【図８】　溶接用電源に関する更なるフローチャートを示す単純化した概略図である。
【図９】　共振周波数増大の場合の溶接用電源の制御に関するフローチャート（図８に示
す通りの）を示す単純化した概略図である。
【図１０】　溶接用電源の出力特性曲線を示す単純化した概略図である。
【図１１】　溶接用電源の調整または制御に関するブロック回路を示す単純化した概略図
である。
【図１２】　共振回路を備えた溶接用電源の更なる回路図を示す単純化した概略図である
。
【符号の説明】
１…溶接装置
２…溶接用電源
３…出力部
４…制御装置
５…切換素子
６…制御弁
７…供給管路
８…ガス
９…ガス溜め
１０…溶接トーチ
１１…ワイヤ送給装置
１２…供給管路
１３…溶接用ワイヤ
１４…貯蔵ドラム
１５…アーク
１６…母材
１７…供給線路
１８…供給線路
１９…冷却循環系
２０…流量モニタ
２１…水タンク
２２…入出力装置
２３…ホースパッケージ
２４…接続装置
２５…耐張クランプ装置
２６…ハウジング
２７…共振回路
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２８…ブリッジ回路
２９…エネルギー源
３０…線路
３１…線路
３２…スイッチング素子
３３…スイッチング素子
３４…スイッチング素子
３５…スイッチング素子
３６…フリーホイーリングダイオード
３７…フリーホイーリングダイオード
３８…フリーホイーリングダイオード
３９…フリーホイーリングダイオード
４０…制御線路
４１…制御線路
４２…制御線路
４３…制御線路
４４…インダクタンス
４５…コンデンサ
４６…コンデンサ
４７…測定装置
４８…線路
４９…線路
５０…整流器
５１…出力端子
５２…出力端子
５３…抵抗
５４…線路インダクタンス
５５…最小共振周波数
５６…最大共振周波数
５７…動作点
５８…共振電流
５９…ゼロ点通過判別
６０…ランプ特性曲線
６１…電圧特性曲線
６２…電圧特性曲線
６３…電圧特性曲線
６４…電圧特性曲線
６５…電圧特性曲線
６６…ランプ信号
６７…周期
６８…時点
６９…時間
７０…測定装置
７１…線路
７２…線路
７３…出力特性曲線
７４…出力特性曲線
７５…変換器
７６…論理ユニット
７７…入力



(22) JP 4718086 B2 2011.7.6

10

７８…線路
７９…線路
８０…制御線路
８１…コンパレータ
８２…コンパレータ
８３…コンパレータ
８４…コンパレータ
８５…線路
８６…線路
８７…線路
８８…電流値
８９…標準特性曲線
９０…出力電流
９１…出力電圧
９２…電圧値
９３…電圧値
９４…時点
９５…変流器

【図１】 【図２】
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